
登別市議会議員選挙については、広報のぼりべつ４月号でお知らせします

◎不在者投票制度について ◎在宅郵便制度について

投票所の名称 場所 投票期間

中央期日前投票所 登別市役所
第２庁舎１階

北海道知事選挙…３月22日㈮～４月６日㈯８時30分～20時
北海道議会議員選挙…３月30日㈯～４月６日㈯８時30分～20時
※ 告示日の違いにより３月22日㈮から29日㈮までの期間は知事・

道議選挙の投票を同時に行うことはできません。

イオン登別店期日
前投票所

イオン登別店２階
ギャラリー ４月１日㈪～３日㈬９時～20時

鷲別期日前投票所 鷲別公民館１階 ４月４日㈭～６日㈯８時30分～19時

◎期日前投票について　～イオン登別店でも期日前投票ができるようになりました～

登別市で投票できる方

登別市で投票できない方

投票できる方

選挙期日（投票日）
４月７日日 ７時～20時

北海道知事選挙　　（３月21日㈭告示）

北海道議会議員選挙（３月29日㈮告示）

▶問い合わせ　登別市選挙管理委員会事務局
（☎�９１４３）

あなたの想いを
その１票に

選挙は18歳から

第19回統一地方選挙が
４月に行われます

　一時的に他市町村に滞在している方や指定され
た病院・老人ホームなどに入院・入所している方、
選挙期日に18歳に達する方が選挙期日前に投票す
ることができる制度です。

　身体に重度の障がいがある方、介護保険法上の
要介護５の方で、投票所での投票が困難な方が自
宅などから郵送で投票できる制度です。詳しくは
問い合わせください。

　平成30年12月20日㈭（道議選は平成30年12月28日㈮）までに転入
の届け出を済ませ、引き続き３カ月以上、登別市に住所を有してい
る方
※ 市内で住所が変わり、平成31年３月８日㈮までに転居の届け出を

済ませた方は、新しい住所地の投票所で投票してください。

　平成30年12月21日㈮（道議選は平成30年12月29日㈯）以降に転入
の届け出をした方
※ 前住所地の市町村での投票となりますので、前住所地の選挙管理

委員会に問い合わせください。

　選挙期日（投票日）当日、
満18歳以上（平成13年４月８
日までに生まれた方）の日本
国民で、引き続き３カ月以上、
道内に住所を有している方

投票所入場券は、
３月20日㈬までに
郵送します。

※第９投票所（白樺の家）と第12投票所（札内高原館）の投票時間は18時までです。

10 ２０１9．３月号 � 第19回統一地方選挙が４月に行われます


